
【一次下請負人が未加入】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

施工体制台帳及び再下請負通知書により下請負人（建設業許可業者）について

加入状況を確認【監督職員】 

加入・適用除外 一次下請負人が未加入 

受注者に、当該社会保険等未加入建設業者と下請契約をしなければならない具体的な理由を記載し

た書面（以下「理由書」という。）を速やか（概ね７日以内）に提出するよう通知（様式第１号） 

 

ペナルティなし 

理由書未提出 理由書提出（様式第４号） 

特別の事情を有すると 

認められない場合 

特別の事情を有すると

認めた場合 

指定期間（３０日間）内

に保険加入を確認できる

書類の提出を求める通知

（様式第２号の２） 

認めないとする通知 

（様式第２号） 

確認書類提出 

（様式第５号） 

確認書類未提出 

又は未加入 

ペナルティ 



【二次以下の下請負人が未加入】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施工体制台帳及び再下請負通知書により下請負人（建設業許可業者）について

加入状況を確認【監督職員】 

加入・適用除外 二次以下の下請負人が未加入 

受注者に、指定期間（３０日間）内に確認書類又は理由書を提出するよう通知 

（様式第１号の２） 

 

ペナルティなし 

理由書も確認書類

も未提出 
理由書提出（様式第４号） 

特別の事情を有すると 

認められない場合 

特別の事情を有すると

認めた場合 

有すると認める通知 

（様式第３号の２） 

認められないと判断し、

指定期間（３０日間）内

に確認書類提出を求める

通知（様式第３号） 

ペナルティ 

確認書類提出 

（様式第５号） 

未提出 
確認書類提出 

（様式第５号） 


